
 

 

公 表 用  
 

３ 建 企 第 5 5 号 

                                                       令和 3 年 4 月２２日 

各    位 

 

 

長 崎 県 土 木 部 

 

 

 

長崎県建設工事共通仕様書の改訂について 

 

 

標記について、令和３年４月版として適用しているところですが、諸基準の改定や

押印廃止等に対応するため、下記のとおり一部改訂しましたので参考送付します。 

 

   

記 

 

１．修正図書  長崎県建設工事共通仕様書（令和３年４月） 

 

２．主な改訂内容  ・共通編 1-1-4 請負代金内訳書 

                 契約書の表現に統一 

          ・共通編 1-1-47 保険の付保及び事故の補償 

           建退共制度の改正に伴う改訂 

          ・提出書類様式の押印廃止 

 

３．適 用  本通知日以降に入札手続を開始する工事に適用する。 

なお、発注済の工事であっても、適用可能な場合はこの通知文書に 

よること。 

 

 

  ４．その他   印刷物の配布は行いませんので、各自、基準班イントラ又は土木

部ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

 

 
 



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）

共-1-5 第１編　共通編 第１編　共通編
第１章　総則 第１章　総則
第１節　総則 第１節　総則
１－１－4　請負代金内訳書 １－１－4　請負代金内訳書
１．受注者は、契約書第３条第１項の規定により、工期の始期日から30日
以内に請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を作成し、発注者に提
出しなければならない。

１．受注者は、契約書第３条第１項の規定により、契約締結後30日以内に
請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を作成し、発注者に提出しな
ければならない。

契約書表記に修正

共-1-33 １－１－47　保険の付保及び事故の補償 １－１－47　保険の付保及び事故の補償
６．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、
その掛金収納書（発注者用）を工事の着手前（工期始期日から３０日以
内）に、発注者に提出しなければならない。また、公共工事の入札及び契
約の適正化を図るための措置に関する指針に従って、建設業退職金共済制
度適用事業主工事現場標識を、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び
公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

６．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、
その掛金収納書（発注者用）を工事の着手前（工期始期日から４０日以
内）に、発注者に提出しなければならない。なお、工事完成後、速やかに
掛金充当実績総括表を作成し、監督職員に提示しなければならない。
また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に
従って、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識を、工事現場の工
事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げなければならな
い。

諸基準類の改定に伴う修正

摘要頁 改定前 改定後

第1編 共通編 1/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）

1 段階確認書
最新の運用に基づき変更

頁 改定前 改定後 摘要

巻末資料 2/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）
頁 改定前 改定後 摘要

2 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（提出用）
最新の運用に基づき変更

巻末資料 3/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）
頁 改定前 改定後 摘要

3 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（掲示用）
最新の運用に基づき変更

巻末資料 4/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）
頁 改定前 改定後 摘要

4 施工体制台帳（作成例）
最新の運用に基づき変更

巻末資料 5/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）
頁 改定前 改定後 摘要

5 再下請負通知書（作成例）
最新の運用に基づき変更

巻末資料 6/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）
頁 改定前 改定後 摘要

6 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表
押し印廃止により変更

巻末資料 7/8



長崎県建設工事共通仕様書　改定箇所一覧表（R03.4.23）
頁 改定前 改定後 摘要

7 下請代金内訳書
押し印廃止により変更

巻末資料 8/8
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